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(57)【要約】
【課題】本発明は、他の電子機器が接続される発電装置
において、他の電子機器に与える影響を抑制できる電力
変換装置及び電力変換方法を提供することを目的とする
。
【解決手段】電力変換装置７０は、燃料電池１が発電し
た直流電力の直流電圧を交流電圧に変換するスイッチン
グ素子７２ａ～７２ｄを有し、閉回路を形成するインバ
ータ回路７２と、前記インバータ回路７２の閉回路から
外に出力される前記交流電圧の電力波形に高調波成分が
含まれる場合には、前記スイッチング素子７２ａ～７２
ｄのスイッチング周波数を所定値だけ上げる周波数制御
部１０３と、を備える。
【選択図】図５
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【特許請求の範囲】
【請求項１】
　発電装置が発電した直流電力の直流電圧を交流電圧に変換するスイッチング素子を有し
、閉回路を形成するインバータ回路と、
　前記インバータ回路の閉回路から外に出力される前記交流電圧の電力波形に高調波成分
が含まれる場合には、前記スイッチング素子のスイッチング周波数を所定値だけ上げる周
波数制御部と、
を備える電力変換装置。
【請求項２】
　前記インバータ回路の閉回路から外に出力される前記交流電圧の電力波形に高調波成分
が含まれるか否かを判定する高調波成分判定部と、
　前記高調波成分判定部が、前記インバータ回路の閉回路から外に出力される前記交流電
圧の電力波形に高調波成分が含まれると判定した場合には、前記周波数制御部は、前記ス
イッチング周波数を所定値だけ上げる、請求項１に記載の電力変換装置。
【請求項３】
　前記周波数制御部は、前記インバータ回路の閉回路から外に出力される前記交流電圧に
含まれる前記高調波成分の周波数が閾値以下のとき、前記スイッチング周波数を上げる、
請求項１又は２に記載の電力変換装置。
【請求項４】
　前記周波数制御部は、前記スイッチング周波数を可聴域外の周波数まで上げる、請求項
１～３のいずれかに記載の電力変換装置。
【請求項５】
　前記スイッチング周波数が上げられた後に、前記インバータ回路の閉回路から外に出力
される前記交流電圧の電力波形に高調波成分が含まれなくなった場合には、前記周波数制
御部は、前記スイッチング周波数を所定値だけ下げる、請求項１～４のいずれかに記載の
電力変換装置。
【請求項６】
　前記インバータ回路の閉回路から外に出力される前記交流電圧の電力波形に高調波成分
が含まれるか否かを判定する高調波成分判定部と、
　前記交流電圧の電力波形に高調波成分が含まれる場合、前記スイッチング周波数を所定
値だけ上げるように報知する報知部と、
　前記報知部による報知の後、前記スイッチング周波数を所定値だけ上げることが可能な
設定周波数の設定を受け付ける設定受付部と、
　をさらに備え、
　前記周波数制御部は、前記インバータ回路の閉回路から外に出力される前記交流電圧の
電力波形に高調波成分が含まれる場合には、前記スイッチング周波数を前記設定受付部で
受け付けた設定周波数に上げる、請求項１に記載の電力変換装置。
【請求項７】
　前記設定受付部は、前記設定周波数の設定を段階的に受付可能に構成されている、請求
項６に記載の電力変換装置。
【請求項８】
　前記スイッチング周波数が上げられた後に、前記高調波成分判定部が、前記インバータ
回路の閉回路から外に出力される前記交流電圧の電力波形に高調波成分が含まれなくなっ
たと判定すると、前記報知部は、前記スイッチング周波数を所定値だけ下げるように報知
し、
　前記設定受付部は、前記スイッチング周波数を所定値だけ下げることが可能な設定周波
数の設定を受け付け、
　前記周波数制御部は、前記スイッチング周波数を前記設定受付部で受け付けた設定周波
数に下げる、請求項６又は７に記載の電力変換装置。
【請求項９】
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　前記インバータ回路の閉回路から外に出力される前記交流電圧の電力波形に高調波成分
が含まれる場合とは、前記電力変換装置に他の電子機器が接続された場合に、前記他の電
子機器が前記高調波成分の影響を受けて可聴域の周波数を有する異音を発生する場合及び
光のちらつきを発生する場合の少なくともいずれかであり、
　前記インバータ回路の閉回路から外に出力される前記交流電圧の電力波形に高調波成分
が含まれる場合には、前記スイッチング周波数を所定値だけ上げることが可能な設定周波
数の設定を受け付ける設定受付部と、
　前記周波数制御部は、前記スイッチング周波数を前記設定受付部で受け付けた設定周波
数に上げる、請求項１に記載の電力変換装置。
【請求項１０】
　前記設定受付部は、前記設定周波数の設定を段階的に受付可能に構成されている、請求
項９に記載の電力変換装置。
【請求項１１】
　スイッチング素子を有し、閉回路を形成するインバータ回路を備える電力変換装置にお
ける電力変換方法であって、
　前記スイッチング素子の切り替えにより、発電装置が発電した直流電力の直流電圧を交
流電圧に変換するステップと、
　前記インバータ回路の閉回路から外に出力される前記交流電圧の電力波形に高調波成分
が含まれる場合には、前記スイッチング素子のスイッチング周波数を所定値だけ上げるス
テップと、
　を備える電力変換方法。
【請求項１２】
　前記インバータ回路の閉回路から外に出力される前記交流電圧の電力波形に高調波成分
が含まれるか否かを判定するステップと、
　前記交流電圧の電力波形に高調波成分が含まれる場合、前記スイッチング周波数を所定
値だけ上げるように報知するステップと、
　報知の後、前記スイッチング周波数を所定値だけ上げることが可能な設定周波数の設定
を受け付けるステップと、
　をさらに備え、
　前記スイッチング素子のスイッチング周波数を所定値だけ上げるステップでは、前記ス
イッチング周波数を前記設定周波数に上げる、請求項１１に記載の電力変換方法。
【請求項１３】
　前記インバータ回路の閉回路から外に出力される前記交流電圧の電力波形に高調波成分
が含まれる場合とは、前記電力変換装置に他の電子機器が接続された場合に、前記他の電
子機器が前記高調波成分の影響を受けて可聴域の周波数を有する異音を発生する及び光の
ちらつきを発生する場合の少なくともいずれかであり、
　前記インバータ回路の閉回路から外に出力される前記交流電圧の電力波形に高調波成分
が含まれる場合には、前記スイッチング周波数を所定値だけ上げることが可能な設定周波
数の設定を受け付けるステップをさらに備え、
　前記スイッチング素子のスイッチング周波数を所定値だけ上げるステップでは、前記ス
イッチング周波数を前記設定周波数に上げる、請求項１１に記載の電力変換方法。
【発明の詳細な説明】
【技術分野】
【０００１】
　本発明は、電力変換装置及び電力変換方法に関する。
【背景技術】
【０００２】
　特許文献１には、太陽電池モジュールの発電した直流電力を、商用電力系統と連系して
負荷に電力を供給する電力変換装置が開示されている。この電力変換装置は、太陽電池モ
ジュールの発電した直流電力の直流電圧を交流電圧に変換するスイッチング素子を有する
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インバータ回路と、インバータ回路を制御するインバータ制御回路と、電力変換装置周囲
の人の存在を感知する人感知手段とを備えている。人感知手段が人の存在を感知すると、
インバータ制御回路がスイッチング周波数を上げるように制御し、インバータ回路はこの
スイッチング周波数に基づいてスイッチング素子のオン及びオフを切り替えて直流電圧を
交流電圧に変換する。逆に、人感知手段が人の存在を感知しないときは、インバータ制御
回路はスイッチング周波数を下げるように制御する。
　このように、特許文献１の電力変換装置では、人間の存在が感知されるときは、電力変
換効率は落ちるもののスイッチング周波数を上げて騒音性能を満足させ、人間の存在が感
知されないときはスイッチング周波数を下げて電力変換効率を向上させることができる。
【先行技術文献】
【特許文献】
【０００３】
【特許文献１】特開２００５－２１０８５３号公報
【発明の概要】
【発明が解決しようとする課題】
【０００４】
　太陽電池モジュールなどの発電装置に他の電子機器が接続された場合に、発電装置の交
流電圧の影響より他の電子機器が異音を発生する問題がある。特許文献１の発電装置では
、人の存在の有無によって騒音を制御するようにしているのみで、発電装置に他の電子機
器を接続した場合に騒音及び照明のちらつき等の影響が発生することには全く着目してお
らず、このような騒音及び照明のちらつき等の影響を低下させる技術を何ら提供していな
い。
【０００５】
　そこで、本発明は、他の電子機器が接続される発電装置において、他の電子機器に与え
る影響を抑制できる電力変換装置及び電力変換方法を提供することを目的とする。
【課題を解決するための手段】
【０００６】
　本発明に係る電力変換装置の特徴構成は、
発電装置が発電した直流電力の直流電圧を交流電圧に変換するスイッチング素子を有し、
閉回路を形成するインバータ回路と、
　前記インバータ回路の閉回路から外に出力される前記交流電圧の電力波形に高調波成分
が含まれる場合には、前記スイッチング素子のスイッチング周波数を所定値だけ上げる周
波数制御部と、
を備える点にある。
【０００７】
　電力変換装置のインバータ回路は、発電装置が発電した直流電圧を交流電圧に変換する
装置であるが、変換後の交流電圧の電力波形には、電力変換装置が生成しようとしている
生成波形に加えて、インバータ回路のスイッチング周波数の影響を受ける高調波成分が含
まれる。そして、電力変換装置に発電装置以外の他の電子機器が接続された場合に、発電
装置からの交流電圧が高調波成分を含んだまま他の電子機器に流れ込むと、他の電子機器
が高調波成分の影響を受けて異音を発生し、また照明のちらつきが生じる場合等がある。
【０００８】
　本発明の特徴構成によれば、インバータ回路の閉回路から外に出力される交流電圧に高
調波成分が含まれる場合には、インバータ回路のスイッチング周波数を上げるように制御
する。高調波成分はインバータ回路のスイッチング周波数に同期して生成されるため、ス
イッチング周波数を上げることにより、高調波成分の周波数も上がる。これにより、高調
波成分の影響により他の電子機器から発生する異音の周波数が可聴域外または可聴域外に
近づく。よって、異音が耳に聞こえ難くなり、騒音問題を抑制できる。また、高調波成分
の周波数が上がることで、照明のちらつきの間隔が狭まる等して、ちらつきの問題も抑制
できる。
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【０００９】
　また、上記の電力変換装置は、スイッチング周波数を制御して、電力変換装置に接続さ
れる他の電子機器の異音による騒音の発生及び照明のちらつき等を抑制する。そのため、
他の電子機器が異音による騒音の発生及び照明のちらつき等を抑制するための装置を備え
る必要がなく、さらに、他の電子機器が騒音抑制及びちらつき抑制等のための制御をする
必要がない。よって、騒音抑制及びちらつき抑制等のための装置及び制御を備えない新た
な他の電子機器が、電力変換装置に接続された場合でも、当該電力変換装置により新たな
電子機器による異音による騒音の発生及び照明のちらつき等を抑制できる。これにより、
電力変換装置に、新たな電子機器を接続できる自由度を向上できる。
【００１０】
　本発明に係る電力変換装置の更なる特徴構成は、
　前記インバータ回路の閉回路から外に出力される前記交流電圧の電力波形に高調波成分
が含まれるか否かを判定する高調波成分判定部と、
　前記高調波成分判定部が、前記インバータ回路の閉回路から外に出力される前記交流電
圧の電力波形に高調波成分が含まれると判定した場合には、前記周波数制御部は、前記ス
イッチング周波数を所定値だけ上げる点にある。
【００１１】
　高調波成分判定部により、インバータ回路の閉回路から外に出力される交流電圧に高調
波成分が含まれるか否かを自動で判定できる。
【００１２】
　本発明に係る電力変換装置の更なる特徴構成は、
　前記周波数制御部は、前記インバータ回路の閉回路から外に出力される前記交流電圧に
含まれる前記高調波成分の周波数が閾値以下のとき、前記スイッチング周波数を上げる点
にある。
【００１３】
　インバータ回路の閉回路から外に出る高調波成分の周波数が閾値以下と低い場合、電力
変換装置に他の電子機器を接続すると、他の電子機器が低い周波数の高調波成分の影響を
受けて異音を発生し、騒音問題が生じる。また、低い周波数の高調波成分の影響により照
明のちらつきの問題が生じる等する。
【００１４】
　本発明の特徴構成によれば、高調波成分の周波数が閾値以下と低い場合には、インバー
タ回路のスイッチング周波数を上げて高調波成分の周波数を上げる。これにより、高調波
成分の影響によって他の電子機器から発生する異音による騒音及び照明のちらつき等を抑
制する。
【００１５】
　本発明に係る電力変換装置の更なる特徴構成は、
　前記周波数制御部は、前記スイッチング周波数を可聴域外の周波数まで上げる点にある
。
【００１６】
　インバータ回路の閉回路から外に出る交流電圧に高調波成分が含まれる場合、電力変換
装置に接続された他の電子機器が高調波成分の影響を受けて異音を発生し得る。そこで、
スイッチング周波数を可聴域外の周波数まで上げることで、高調波成分の影響により他の
電子機器から発生する異音が耳に聞こえ難くし、騒音となるのを抑制できる。
【００１７】
　本発明に係る電力変換装置の更なる特徴構成は、
　前記スイッチング周波数が上げられた後に、前記インバータ回路の閉回路から外に出力
される前記交流電圧の電力波形に高調波成分が含まれなくなった場合には、前記周波数制
御部は、前記スイッチング周波数を所定値だけ下げる点にある。
【００１８】
　周波数制御部は、交流電圧の電力波形に高調波成分が含まれる場合にスイッチング周波
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数を上げる制御をした後に、高調波成分が含まれなくなったときは、スイッチング周波数
を下げる。交流電圧の電力波形に高調波成分が含まれなくなったことで、電力変換装置に
接続された他の電子機器への高調波成分の影響がなくなり、異音による騒音及び照明のち
らつき等が発生しにくい。この場合には、スイッチング周波数を下げることで、電力変換
装置の電力変換効率を向上できる。
【００１９】
　本発明に係る電力変換装置の更なる特徴構成は、
　前記インバータ回路の閉回路から外に出力される前記交流電圧の電力波形に高調波成分
が含まれるか否かを判定する高調波成分判定部と、
　前記交流電圧の電力波形に高調波成分が含まれる場合、前記スイッチング周波数を所定
値だけ上げるように報知する報知部と、
　前記報知部による報知の後、前記スイッチング周波数を所定値だけ上げることが可能な
設定周波数の設定を受け付ける設定受付部と、
　をさらに備え、
　前記周波数制御部は、前記インバータ回路の閉回路から外に出力される前記交流電圧の
電力波形に高調波成分が含まれる場合には、前記スイッチング周波数を前記設定受付部で
受け付けた設定周波数に上げる点にある。
【００２０】
　電力変換装置に発電装置以外の電子機器が接続された場合に、発電装置からの交流電圧
が高調波成分を含んだまま他の電子機器に流れ込むと、他の電子機器が高調波成分の影響
を受けて異音を発生し、また照明のちらつきが生じる場合等がある。
【００２１】
　上記特徴構成によれば、高調波成分を含んだ交流電圧がインバータ回路の閉回路から外
に出力される場合には、報知を行い、スイッチング周波数を所定値だけ上げることが可能
な設定周波数を受け付ける。スイッチング素子のスイッチング周波数が、この設定周波数
に設定されることで、高調波成分の周波数も上がる。これにより、高調波成分の影響によ
り他の電子機器から発生する異音の周波数が可聴域外または可聴域外に近づく。これによ
り、異音が耳に聞こえ難くなり、騒音問題を抑制できる。また、高調波成分の周波数が上
がることで、照明のちらつきの間隔が狭まる等して、ちらつきの問題も抑制できる。
【００２２】
　本発明に係る電力変換装置の更なる特徴構成は、
　前記設定受付部は、前記設定周波数の設定を段階的に受付可能に構成されている点にあ
る。
【００２３】
　設定周波数を段階的に調整できることで、スイッチング周波数が過剰に高くならないよ
うに制御して、高調波成分の影響による騒音及び照明のちらつきを抑制しつつ、電力変換
装置の電力変換効率が低下するのを抑制できる。
【００２４】
　本発明に係る電力変換装置の更なる特徴構成は、
　前記スイッチング周波数が上げられた後に、前記高調波成分判定部が、前記インバータ
回路の閉回路から外に出力される前記交流電圧の電力波形に高調波成分が含まれなくなっ
たと判定すると、前記報知部は、前記スイッチング周波数を所定値だけ下げるように報知
し、
　前記設定受付部は、前記スイッチング周波数を所定値だけ下げることが可能な設定周波
数の設定を受け付け、
　前記周波数制御部は、前記スイッチング周波数を前記設定受付部で受け付けた設定周波
数に下げる点にある。
【００２５】
　インバータ回路の閉回路から外に出力される交流電圧の電力波形に高調波成分が含まれ
ていない場合には、他の電子機器が高調波成分の影響を受けて異音による騒音及び照明の
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ちらつき等を発生しにくくなる。この場合には、スイッチング周波数を下げることで、電
力変換装置の電力変換効率を向上できる。
【００２６】
　本発明に係る電力変換装置の更なる特徴構成は、
　前記インバータ回路の閉回路から外に出力される前記交流電圧の電力波形に高調波成分
が含まれる場合とは、前記電力変換装置に他の電子機器が接続された場合に、前記他の電
子機器が前記高調波成分の影響を受けて可聴域の周波数を有する異音を発生する場合及び
光のちらつきを発生する場合の少なくともいずれかであり、
　前記インバータ回路の閉回路から外に出力される前記交流電圧の電力波形に高調波成分
が含まれる場合には、前記スイッチング周波数を所定値だけ上げることが可能な設定周波
数の設定を受け付ける設定受付部と、
　前記周波数制御部は、前記スイッチング周波数を前記設定受付部で受け付けた設定周波
数に上げる点にある。
【００２７】
　電力変換装置に発電装置以外の他の電子機器が接続された場合に、発電装置からの交流
電圧が高調波成分を含んだまま他の電子機器に流れ込むと、他の電子機器が高調波成分の
影響を受けて異音を発生し、また照明のちらつきが生じる場合等がある。本特徴構成によ
れば、異音の発生及び照明のちらつき等に基づいて、ユーザが、設定受付部にスイッチン
グ周波数を所定値だけ上げることが可能な設定周波数を入力すると、周波数制御部はスイ
ッチング周波数を設定周波数に制御する。これにより、高調波成分の影響により他の電子
機器から発生する異音の周波数を可聴域外または可聴域外に近づけて、騒音問題を抑制で
きる。また、高調波成分の周波数が上がることで、照明のちらつきの間隔が狭まる等して
、ちらつきの問題も抑制できる。
【００２８】
　本発明に係る電力変換装置の更なる特徴構成は、
　前記設定受付部は、前記設定周波数の設定を段階的に受付可能に構成されている点にあ
る。
【００２９】
　設定周波数を段階的に調整できることで、スイッチング周波数が過剰に高くならないよ
うに制御して、高調波成分の影響による騒音及び照明のちらつき等の問題を抑制しつつ、
電力変換装置の電力変換効率が低下するのを抑制できる。
【００３０】
　本発明に係る電力変換方法の特徴構成は、
　スイッチング素子を有し、閉回路を形成するインバータ回路を備える電力変換装置にお
ける電力変換方法であって、
　前記スイッチング素子の切り替えにより、発電装置が発電した直流電力の直流電圧を交
流電圧に変換するステップと、
　前記インバータ回路の閉回路から外に出力される前記交流電圧の電力波形に高調波成分
が含まれる場合には、前記スイッチング素子のスイッチング周波数を所定値だけ上げるス
テップと、
　を備える点にある。
【００３１】
　上述と同様に、異音による騒音及び照明のちらつき等の問題を抑制し、また、電力変換
装置に新たな電子機器を接続できる自由度を向上できる。
【００３２】
　本発明に係る電力変換方法の更なる特徴構成は、
　前記インバータ回路の閉回路から外に出力される前記交流電圧の電力波形に高調波成分
が含まれるか否かを判定するステップと、
　前記交流電圧の電力波形に高調波成分が含まれる場合、前記スイッチング周波数を所定
値だけ上げるように報知するステップと、
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　報知の後、前記スイッチング周波数を所定値だけ上げることが可能な設定周波数の設定
を受け付けるステップと、
　をさらに備え、
　前記スイッチング素子のスイッチング周波数を所定値だけ上げるステップでは、前記ス
イッチング周波数を前記設定周波数に上げる点にある。
【００３３】
　上述と同様に、異音による騒音及び照明のちらつき等の問題を抑制し、また、電力変換
装置に新たな電子機器を接続できる自由度を向上できる。
【００３４】
　本発明に係る電力変換方法の更なる特徴構成は、
　前記インバータ回路の閉回路から外に出力される前記交流電圧の電力波形に高調波成分
が含まれる場合とは、前記電力変換装置に他の電子機器が接続された場合に、前記他の電
子機器が前記高調波成分の影響を受けて可聴域の周波数を有する異音を発生する及び光の
ちらつきを発生する場合の少なくともいずれかであり、
　前記インバータ回路の閉回路から外に出力される前記交流電圧の電力波形に高調波成分
が含まれる場合には、前記スイッチング周波数を所定値だけ上げることが可能な設定周波
数の設定を受け付けるステップをさらに備え、
　前記スイッチング素子のスイッチング周波数を所定値だけ上げるステップでは、前記ス
イッチング周波数を前記設定周波数に上げる点にある。
【００３５】
　上述と同様に、異音による騒音及び照明のちらつき等の問題を抑制し、また、電力変換
装置に新たな電子機器を接続できる自由度を向上できる。
【図面の簡単な説明】
【００３６】
【図１】分散電源として燃料電池システムを各家庭に配置した場合の構成図である。
【図２】燃料電池システムの構成図である。
【図３】燃料電池と商用電力系統との間に電力変換装置のみが接続されている電気回路図
である
【図４】燃料電池と商用電力系統との間に接続されている電力変換装置に、他の電子機器
として太陽光発電装置が接続された電気回路図である。
【図５】実施形態に係る電力変換装置の電気回路図である。
【図６】実施形態に係る電力変換装置における周波数制御フローを示すフローチャートの
一例である。
【図７】スイッチング周波数をユーザから受け付け可能な電力変換装置の電気回路図であ
る。
【図８】つまみ調整部材が設けられた電力変換装置の模式図である。
【発明を実施するための形態】
【００３７】
　〔実施形態〕
　本発明の実施形態に係る電力変換装置を有する燃料電池システムについて、図面を参照
して説明する。図１は、分散電源として燃料電池システムを各家庭に配置した場合の構成
図である。
【００３８】
　（１）燃料電池システムを備える家庭の構成
　各家庭１０には、電力を発電する燃料電池１（発電装置）を含む電力発電部２０ａと貯
湯タンク２０ｂとを備える燃料電池システム２０が設置されている。また、各家庭１０内
で使用される設備としては、図１に示すように、例えば、給湯器１０ａ及びお風呂１０ｂ
などの給湯設備と、エアコン１０ｃ、照明１０ｄ、テレビ１０ｅ及び冷蔵庫１０ｆなどの
家電機器とが挙げられる。給湯器１０ａ及びお風呂１０ｂなどの給湯設備は、燃料電池シ
ステム２０の貯湯タンク２０ｂに接続されて、貯湯タンク２０ｂからお湯の供給を受ける
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。
【００３９】
　また、各家庭１０は、燃料電池システム２０が発電する発電電力の供給を受けるだけで
なく、商用電力系統３０に接続されており商用電力の供給を受ける。よって、各家庭１０
のエアコン１０ｃ、照明１０ｄ、テレビ１０ｅ及び冷蔵庫１０ｆなどの家電機器は、燃料
電池システム２０の電力発電部２０ａからの発電電力と、商用電力系統３０からの商用電
力との少なくともいずれかから電力の供給を受けて駆動される。
【００４０】
　（２）燃料電池システム
　以下に、燃料電池システム２０について説明する。図２は、燃料電池システムの構成図
である。
　燃料電池システム２０は、前述の通り電力発電部２０ａと貯湯タンク２０ｂとを備えて
いる。電力発電部２０ａは、基本的に、燃料ガス及び酸素ガスを反応させて発電する燃料
電池１と、燃料電池１から排出される排ガスの熱を回収する熱交換器２と、熱交換器２に
よる熱回収後の排ガスからの凝縮水を回収して精製する水精製器４と、水精製器４により
精製された凝縮水を回収する改質水タンク５と、凝縮水とは独立に、改質水タンク５へ水
を供給可能な水供給部６とを備えている。この燃料電池システム２０は、図示しない運転
制御部により制御されて運転される。
　以下、燃料電池システム２０の各部の構成について説明する。
【００４１】
　燃料電池１は、原燃料流路１１を介して供給される原燃料（例えば、都市ガス１３Ａ）
を水蒸気改質して燃料ガスを生成する改質器１２と、燃料ガス流路１３を介して改質器１
２で生成された燃料ガスが供給されるアノード１５と、空気流路１４を介して空気（酸素
ガスの一例）が供給されるカソード１６と、アノード１５とカソード１６との間に介在さ
せる電解質１７と、を有しており、供給された燃料ガス及び空気を反応させて発電するよ
うになっている。そして、燃料電池１は、アノード１５とカソード１６とから発電反応に
用いられた後にそれぞれ排出される燃料ガス及び空気が供給される燃焼部１８を備え、こ
の燃焼部１８により燃料ガス中に残存する燃料成分が燃焼されて排ガスが生じるようにな
っている。なお、後述するように、改質器１２には水供給路５２を介して改質水タンク５
から水が供給されるようになっており、改質器１２は、改質水タンク５からの水を用いて
原燃料の水蒸気改質を行うようになっている。
【００４２】
　熱交換器２には、燃料電池１から排出される排ガスが排ガス供給路２１を介して供給さ
れ、熱回収後の排ガスが排ガス排出路２２を介して排気されるようになっている。そして
、熱交換器２には、湯水を貯える貯湯タンク２０ｂと熱交換器２との間で湯水を循環させ
る循環路２３を介して貯湯タンク２０ｂからの湯水が供給されるようになっており、熱交
換器２は、燃料電池１から排出される排ガスと湯水とを熱交換させるようになっている。
なお、循環路２３には、ポンプ２４、放熱ファン２５ａを備える放熱器２５、及び、図示
しない温度センサ等が設けられている。また、貯湯タンク２０ｂには、貯湯タンク２０ｂ
中の湯水を出湯するための出湯路３１、及び、湯水の出湯に応じて貯湯タンク２０ｂに給
水するための給水路３２が設けられている。
【００４３】
　改質水タンク５は、燃料電池１から排出された排ガスから生じる凝縮水を回収するため
のものであり、本実施形態では、熱交換器２による熱回収後の排ガスから凝縮水を回収す
るようになっている。また、本実施形態では、改質水タンク５に供給される凝縮水を水精
製器４により精製するようになっており、具体的には、排ガス排出路２２を流れる排ガス
から凝縮水回収路４１を介して凝縮水を水精製器４に回収して、水精製器４により精製さ
れた凝縮水が凝縮水回収路５１を介して改質水タンク５に回収されるようになっている。
また、改質水タンク５に貯留された凝縮水（及び水供給部６から供給される水）は、ポン
プ５３の運転により、水供給路５２を介して改質器１２に供給可能になっている。また、
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改質水タンク５には水位検出器５４が設けられており、改質水タンク５における水位を検
出可能になっている。
【００４４】
　また、改質水タンク５には、凝縮水とは独立に、水供給部６から水を供給可能になって
いる。具体的には、水供給部６は水道水を供給するようになっており、注水運転として、
注水指令に応じて運転制御部が弁６２を開動作させることで水供給部６から補給水供給路
６１を介して水が供給されるようになっている。そして、流量計６３により注水運転開始
からの注水量を計測して、この注水量が予め定めた目標注水量に達するまで注水が行われ
るようになっている。また、水道水は凝縮水に比べ不純物が多い可能性が高いため、水供
給部６は、注水運転において、水精製器４を経由して改質水タンク５へ水を供給可能にし
て、不純物が取り除かれた後の水が改質水タンク５に供給されるようになっている。
【００４５】
　燃料電池１で発電された直流電力の直流電圧は、商用電力系統３０の商用電力と連系す
るために、以下の電力変換装置７０において交流電圧に変換される。
【００４６】
　（３）電力変換装置
　次に、電力変換装置７０について説明する。
　ここで、本実施形態では、燃料電池１が発電した電力を変換する電力変換装置７０に他
の電子機器が接続される場合において、騒音及び照明のちらつき等の電子機器への影響を
抑制できる技術を得ることを目的としている。そこで、まず、燃料電池１と商用電力系統
３０との間に電力変換装置７０のみが接続されており、他の電子機器が接続されていない
電気回路（図３）と、電力変換装置７０に燃料電池１以外の他の電子機器が接続されてい
る電気回路（図４）とにおいて、騒音及び照明のちらつき等の問題発生の有無について検
討する。
【００４７】
　（３－１）騒音及び照明のちらつき等の問題発生の検討
　まず図３を用いて、燃料電池１と商用電力系統３０との間に電力変換装置７０のみが接
続されている電気回路について騒音及び照明のちらつき等の問題発生の有無を検討する。
図３は、燃料電池と商用電力系統との間に電力変換装置のみが接続されている電気回路図
である。電力変換装置７０は、燃料電池システム２０と商用電力系統３０との間で連系運
転可能なように、燃料電池システム２０で発電された直流電力の直流電圧を、商用電力系
統３０の商用電力の交流電圧に変換する。
【００４８】
　電力変換装置７０は、燃料電池１のアノード１５及びカソード１６に接続されており、
昇圧回路７１、インバータ回路７２及び平滑回路７３を備えている。これら昇圧回路７１
、インバータ回路７２及び平滑回路７３は、閉回路を構成している。図３では、コンデン
サＣ１の一端とリアクトル７３ａの出力端とがノードＮ１で接続されており、コンデンサ
Ｃ１の他端とリアクトル７３ｂの出力端とがノードＮ２で接続されている。ノードＮ１及
びノードＮ２から昇圧回路７１、インバータ回路７２及び平滑回路７３側が閉回路内であ
り、ノードＮ１及びノードＮ２より当該閉回路と反対側が閉回路の外である。
　昇圧回路７１は、燃料電池１の直流電力の直流電圧を昇圧する。インバータ回路７２は
、昇圧回路７１で昇圧された直流電圧を交流電圧に変換する。平滑回路７３は、インバー
タ回路７２で変換された交流電圧のノイズを除去する。
【００４９】
　インバータ回路７２は、図３に示すように、スイッチング素子７２ａ～７２ｄを備えて
いる。スイッチング素子７２ａ～７２ｄは、例えばＩＧＢＴ（Insulated Gate Bipolar T
ransistor）から構成されている。その他、スイッチング素子７２ａ～７２ｄは、ＭＯＳ
ＦＥＴ（metal-oxide-semiconductor field-effect transistor）等のスイッチングトラ
ンジスタから構成されてもよい。そして、各スイッチング素子７２ａ～７２ｄそれぞれに
は、コレクタ端子とエミッタ端子との間に還流ダイオードＤ７ａ～Ｄ７ｄが接続されてい
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る。
【００５０】
　スイッチング素子７２ａ及びスイッチング素子７２ｂは、昇圧回路７１の１対の出力端
の間に直列に接続されている。つまり、スイッチング素子７２ａのコレクタ端子が昇圧回
路７１の出力端の一端に接続され、スイッチング素子７２ａのエミッタ端子とスイッチン
グ素子７２ｂのコレクタ端子とが接続され、スイッチング素子７２ｂのエミッタ端子が昇
圧回路７１の出力端の他端に接続されている。
【００５１】
　同様に、スイッチング素子７２ｃ及びスイッチング素子７２ｄは、昇圧回路７１の１対
の出力端の間に直列に接続されている。つまり、スイッチング素子７２ｃのコレクタ端子
が昇圧回路７１の出力端の一端に接続され、スイッチング素子７２ｃのエミッタ端子とス
イッチング素子７２ｄのコレクタ端子とが接続され、スイッチング素子７２ｄのエミッタ
端子が昇圧回路７１の出力端の他端に接続されている。
【００５２】
　平滑回路７３は、リアクトル７３ａ、リアクトル７３ｂ及びコンデンサＣ１を備えてい
る。リアクトル７３ａの一端は、スイッチング素子７２ａのエミッタ端子とスイッチング
素子７２ｂのコレクタ端子との間に接続されており、他端はコンデンサＣ１の一端に接続
されている。リアクトル７３ｂは、スイッチング素子７２ｃのエミッタ端子とスイッチン
グ素子７２ｄのコレクタ端子との間に接続されており、他端はコンデンサＣ１の他端に接
続されている。リアクトル７３ａ、リアクトル７３ｂ及びコンデンサＣ１は、インバータ
回路７２から出力された交流電圧を平滑化、つまり交流電圧のノイズを除去するノイズ除
去フィルタとして機能する。
【００５３】
　このような電力変換装置７０は次のように動作する。燃料電池１が発電した直流電力の
直流電圧は、昇圧回路７１によって昇圧される。インバータ回路７２は、スイッチング素
子７２ａ及びスイッチング素子７２ｄがオンであり、スイッチング素子７２ｂ及びスイッ
チング素子７２ｃがオフのときの第１ループと、スイッチング素子７２ａ及びスイッチン
グ素子７２ｄがオフであり、スイッチング素子７２ｂ及びスイッチング素子７２ｃがオン
のときの第２ループとの切り替えにより動作する。昇圧された直流電圧は、インバータ回
路７２に入力されると、所定のスイッチング周波数により第１ループと第２ループとが切
り替えられることにより、交流電圧に変換される。インバータ回路７２から出力された交
流電圧は平滑回路７３に導入される。このように燃料電池システム２０が発電した発電電
力と、商用電力系統３０の商用電力とは、上述の電力変換装置７０を介して連系運転可能
となる。
【００５４】
　図３に示すように、平滑回路７３のリアクトル７３ａを経て電圧変化が弱められた交流
電圧Ｐ１は、生成波形Ｗ１と、高調波成分Ｗ２とから構成されている。生成波形Ｗ１は、
電力変換装置７０が生成しようとしている波形であり、例えば商用電力の５０Ｈｚ又は６
０Ｈｚの周波数を有する波形である。また、高調波成分Ｗ２は、スイッチング周波数に同
期して生成される成分である。
【００５５】
　図３に示す電気回路図の場合、電力変換装置７０が、燃料電池１と商用電力系統３０と
の間に接続されており、電力変換装置７０に他の電子機器が接続されていない。この場合
、燃料電池１及び電力変換装置７０を含む回路が１つの回路となっている。よって、コン
デンサＣ１の存在により、交流電圧Ｐ１の高調波成分Ｗ２の大部分が、例えば高調波成分
Ｗ２の概ね１００％が、リアクトル７３ｂ側に進んで電力変換装置７０内に戻る。つまり
、高調波成分Ｗ２の概ね１００％を含んだままの交流電圧Ｐ１は電力変換装置７０内に戻
り、高調波成分Ｗ２をほぼ含まない交流電圧Ｐ２が、昇圧回路７１、インバータ回路７２
及び平滑回路７３からなる閉回路から外に出力され、商用電力系統３０に出力される。
　なお、交流電圧Ｐ１はリアクトル７３ａを経た電圧であり、前述の通り電力変換装置７
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０内に戻るが、リアクトル７３ｂを経た電圧もまた前述と同様に電力変換装置７０内に戻
る。
【００５６】
　次に、図３に示す電力変換装置７０に燃料電池１以外の他の電子機器が接続されている
電気回路について検討する。ここで、他の電子機器としては、例えば、図１に示すエアコ
ン１０ｃ、照明１０ｄ、テレビ１０ｅ及び冷蔵庫１０ｆなどの家電機器及び太陽光発電装
置などの他の発電装置が挙げられる。図４は、燃料電池と商用電力系統との間に接続され
ている電力変換装置に、他の電子機器として太陽光発電装置が接続された電気回路図であ
る。
【００５７】
　図４において、燃料電池１のアノード１５及びカソード１６に電力変換装置７０が接続
されている構成は、図３と同様である。図４の電気回路図では、図３とは異なり、電力変
換装置７０に他の電子機器として太陽光発電装置９０が接続されている。さらに、電力変
換装置７０には、太陽光発電装置９０で発電された直流電力の直流電圧を、商用電力系統
３０の商用電力の交流電圧に変換する電力変換装置８０が接続されている。電力変換装置
８０は、太陽光発電装置９０に接続されており、昇圧回路８１、インバータ回路８２及び
平滑回路８３を備えている。インバータ回路８２は、スイッチング素子８２ａ～８２ｄ及
び還流ダイオードＤ８ａ～Ｄ８ｄを備えている。平滑回路８３は、リアクトル８３ａ、リ
アクトル８３ｂ及びコンデンサＣ２を備えている。昇圧回路８１、インバータ回路８２及
び平滑回路８３は、電力変換装置７０の昇圧回路７１、インバータ回路７２及び平滑回路
７３と同様の構成であるので説明を省略する。
【００５８】
　なお、図３と同様に、昇圧回路７１、インバータ回路７２及び平滑回路７３は、閉回路
を構成している。また、コンデンサＣ１の一端とリアクトル７３ａの出力端とがノードＮ
１で接続されており、コンデンサＣ１の他端とリアクトル７３ｂの出力端とがノードＮ２
で接続されている。ノードＮ１及びノードＮ２から昇圧回路７１、インバータ回路７２及
び平滑回路７３側が閉回路内であり、ノードＮ１及びノードＮ２より当該閉回路と反対側
が閉回路の外である。
【００５９】
　図３と同様に、図４においても、燃料電池１が発電した直流電圧は、昇圧回路７１及び
インバータ回路７２を経て交流電圧に変換されて平滑回路７３に入力される。リアクトル
７３ａを経た交流電圧Ｐ１は、生成波形Ｗ１と、高調波成分Ｗ２とから構成されている。
ここで、図４の電気回路では、電力変換装置７０に他の電子機器として太陽光発電装置９
０が接続されており、燃料電池１、電力変換装置７０、電力変換装置８０及び太陽光発電
装置９０を含む回路が１つの回路となっている。この回路において、一般的に、燃料電池
１側の電力変換装置７０のコンデンサＣ１の容量は、他の電子機器である太陽光発電装置
９０側の電力変換装置８０のコンデンサＣ２の容量より小さい。このように燃料電池１側
のコンデンサＣ１の容量を小さくすることで、例えば燃料電池システム２０のコストを削
減できる。このことは、太陽光発電装置９０以外の家電機器等の他の電子機器が、電力変
換装置７０に接続された場合も同様である。つまり、燃料電池１側のコンデンサＣ１の容
量は、家電機器等の他の電子機器側のコンデンサＣ２の容量より小さい。
【００６０】
　このように、燃料電池１、電力変換装置７０、電力変換装置８０及び太陽光発電装置９
０を含む回路が１つの回路に構成されている場合において、コンデンサＣ１の容量＜コン
デンサＣ２の容量となっているため、交流電圧はコンデンサＣ１よりもコンデンサＣ２に
より多く印加される。そのため、コンデンサＣ２の存在により、交流電圧Ｐ１の高調波成
分Ｗ２の例えば８０％が閉回路の外に出力され、交流電圧Ｐ１の高調波成分Ｗ２の残りの
例えば２０％が、リアクトル７３ｂ側に進んで電力変換装置７０内に戻る。つまり、交流
電圧Ｐ１の高調波成分Ｗ２の約２０％を含んだ交流電圧は電力変換装置７０内に戻り、交
流電圧Ｐ１の高調波成分Ｗ２の約８０％を含んだ交流電圧Ｐ３が、昇圧回路７１、インバ
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ータ回路７２及び平滑回路７３からなる閉回路から外に出力され、商用電力系統３０に出
力される。
【００６１】
　この交流電圧Ｐ３は商用電力系統３０の商用電力と連系され、交流電圧Ｐ４となって太
陽光発電装置９０側のコンデンサＣ２に印加される。交流電圧Ｐ４には、交流電圧Ｐ１の
高調波成分Ｗ２の例えば約８０％からなる、交流電圧Ｐ４の高調波成分Ｗ２が含まれてい
る。この交流電圧Ｐ４は、コンデンサＣ２に印加されて燃料電池１側の電力変換装置７０
に戻る。そして、燃料電池１側に戻る過程において、他の電子機器である太陽光発電装置
９０側のリアクトル８４に交流電圧Ｐ４が印加される。交流電圧Ｐ４には、前述の通り交
流電圧Ｐ１の高調波成分Ｗ２の例えば約８０％からなる、交流電圧Ｐ４の高調波成分Ｗ２
が含まれているため、この交流電圧Ｐ４の高調波成分Ｗ２がリアクトル８４に印加される
。よって、リアクトル８４が高調波成分Ｗ２により磁歪して、つまり交流電圧Ｐ４の高調
波成分Ｗ２の影響により形状に歪みが生じて、リアクトル８４が異音を発生する。ここで
は、リアクトル８４が交流電圧Ｐ４の高調波成分Ｗ２の影響を受けているが、他の電子機
器のリアクトル８４以外の電子部品もまた交流電圧Ｐ４の高調波成分Ｗ２の影響を受けて
異音を発生し得る。このように他の電子機器の電子部品である例えばリアクトル８４が異
音を発生すると、騒音問題が生じる。また、他の電子部品が照明に関連する部品である場
合には、この部品が交流電圧Ｐ４の高調波成分Ｗ２の影響を受けて照明のちらつき等の問
題が生じる。
【００６２】
　（３－２）騒音及び照明のちらつき等の問題抑制のための構成
　本実施形態では、上記した騒音及び照明のちらつき等の問題を抑制するために、電力変
換装置７０においてスイッチング素子７２ａ～７２ｄのスイッチング周波数を制御する。
なお、制御前においては、スイッチング周波数は、例えば可聴域内などの比較的低い周波
数であるとする。
　図５は、実施形態に係る電力変換装置の電気回路図である。本実施形態に係る電力変換
装置７０は具体的には、昇圧回路７１、インバータ回路７２及び平滑回路７３等以外に、
交流電圧に高調波成分が含まれているか否かを判定する高調波成分判定部１０１と、イン
バータ回路７２のスイッチング周波数を制御する周波数制御部１０３とをさらに備えてい
る。
【００６３】
　高調波成分判定部１０１は、図５に示すように、昇圧回路７１、インバータ回路７２及
び平滑回路７３からなる閉回路から外に出力された交流電圧Ｐ３の電力波形を監視してい
る。そして、高調波成分判定部１０１は、交流電圧Ｐ３の電力波形に、生成波形Ｗ１以外
の高調波成分Ｗ２が含まれるか否かを判定する。さらに、高調波成分判定部１０１は、高
調波成分Ｗ２を検出すると、検出した高調波成分Ｗ２の周波数が高調波成分閾値Ｔｈ（閾
値）以下か否かを判定する。高調波成分閾値Ｔｈは、例えば可聴域内と可聴域外との境界
の周波数で定義される。つまり、高調波成分判定部１０１は、高調波成分Ｗ２が可聴域内
の周波数成分であるか否かを判定する。そして、高調波成分判定部１０１は、判定結果を
周波数制御部１０３に出力する。
【００６４】
　より具体的に高調波成分判定部１０１での動作の一例を説明すると、高調波成分判定部
１０１は、例えば、交流電圧Ｐ３の電力波形をフーリエ変換し、生成波形Ｗ１及びその他
の高調波成分Ｗ２に分離する。このとき、生成波形Ｗ１は、５０Ｈｚ又は６０Ｈｚにおい
てピークを有する波形である。高調波成分Ｗ２は、複数の高調波成分の組み合わせから構
成されている。よって、高調波成分Ｗ２は、所定の周波数において複数のピークを有して
おり、高調波成分判定部１０１は、最もピークの大きな、つまり支配的な高調波成分を高
調波成分Ｗ２として検出する。なお、高調波成分Ｗ２は、スイッチング周波数に同期して
生成されるため、複数の組み合わせからなる高調波成分において、スイッチング周波数と
概ね同一の周波数を有する高調波成分が支配的である。そして、高調波成分判定部１０１
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は、検出した高調波成分Ｗ２の周波数を高調波成分閾値Ｔｈと比較する。
【００６５】
　高調波成分判定部１０１による判定の結果、交流電圧Ｐ３に高調波成分閾値Ｔｈ以下の
高調波成分Ｗ２が含まれる場合には、周波数制御部１０３は、スイッチング素子７２ａ～
７２ｄのスイッチング周波数を、現在のスイッチング周波数よりも所定値だけ上げるよう
に制御する。所定値とは、特に限定されないが、５ｋＨｚなどであり、所定値だけ上げた
後のスイッチング周波数は、例えば２０ｋＨｚ、２５ｋＨｚ、３０ｋＨｚなどになる。
　このようにスイッチング周波数を上げることで、スイッチング周波数に同期して生成さ
れる高調波成分Ｗ２の周波数も上がる。上昇後のスイッチング周波数は、スイッチング周
波数の影響を受ける高調波成分Ｗ２が他の電子機器の電子部品に流れ込んだ場合に、他の
電子部品が発生する異音が騒音とならない程度の周波数である。例えば、上昇後のスイッ
チング周波数は、可聴域外に近い周波数であり、より好ましくは可聴域外の周波数である
。可聴域外の周波数としては、例えば２０ｋＨｚ以上が挙げられる。このようなスイッチ
ング周波数の調整は、照明のちらつきの抑制にも効果がある。
【００６６】
　上記のように、電力変換装置７０の閉回路から外に出力される交流電圧Ｐ３に高調波成
分Ｗ２が含まれる場合には、インバータ回路７２のスイッチング周波数を所定値だけ上げ
るように制御する。高調波成分Ｗ２はインバータ回路７２のスイッチング周波数に同期し
て生成されるため、スイッチング周波数を上げることにより、高調波成分Ｗ２の周波数も
上がる。これにより、高調波成分Ｗ２の影響により他の電子機器から発生する異音の周波
数が可聴域外または可聴域外に近づく。よって、異音が耳に聞こえ難くなり、騒音問題を
抑制できる。また、高調波成分Ｗ２の周波数が上がることで、照明のちらつきの間隔が狭
まる等して、ちらつきの問題も抑制できる。
【００６７】
　また、上記の電力変換装置７０は、スイッチング周波数を制御して、電力変換装置７０
に接続される他の電子機器の異音による騒音の発生及び照明のちらつき等を抑制する。そ
のため、他の電子機器が異音による騒音の発生及び照明のちらつき等を抑制するための装
置を備える必要がなく、さらに、他の電子機器が騒音抑制及びちらつき抑制等のための制
御をする必要がない。よって、騒音抑制及びちらつき抑制等のための装置及び制御を備え
ない新たな他の電子機器が、電力変換装置７０に接続された場合でも、当該電力変換装置
７０により新たな電子機器による異音による騒音の発生及び照明のちらつき等を抑制でき
る。これにより、電力変換装置７０に、新たな電子機器を接続できる自由度を向上できる
。
【００６８】
　なお、高調波成分判定部１０１による判定の結果、交流電圧Ｐ３に高調波成分Ｗ２が含
まれない場合あるいは、交流電圧Ｐ３に高調波成分Ｗ２が含まれるが、高調波成分閾値Ｔ
ｈを超える場合には、周波数制御部１０３は、スイッチング周波数を現在の周波数に維持
する。
【００６９】
　周波数制御部１０３がスイッチング周波数を上げるように制御した後も、高調波成分判
定部１０１は、閉回路の外に出力される交流電圧Ｐ３の電力波形を監視し、前述と同様に
、交流電圧Ｐ３の電力波形に、生成波形Ｗ１以外の高調波成分Ｗ２が含まれるか否かを判
定する。高調波成分判定部１０１は、高調波成分Ｗ２を検出すると、検出した高調波成分
Ｗ２の周波数が高調波成分閾値Ｔｈ（閾値）以下か否かを判定する。高調波成分判定部１
０１による判定の結果、交流電圧Ｐ３に高調波成分閾値Ｔｈ以下の高調波成分Ｗ２が含ま
れる場合には、周波数制御部１０３は、再びスイッチング周波数を現在のスイッチング周
波数よりも所定値だけ上げるように制御する。
【００７０】
　一方、高調波成分判定部１０１が高調波成分Ｗ２を検出しなかった場合、あるいは、周
波数制御部１０３が高調波成分Ｗ２の周波数が高調波成分閾値Ｔｈを超えていると判定し
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た場合には、周波数制御部１０３は、スイッチング周波数を所定値だけ下げる。この場合
には、スイッチング周波数を下げることで、電力変換装置７０の電力変換効率を向上でき
る。
　なお、スイッチング周波数を上げる場合の所定値と、スイッチング周波数を下げる場合
の所定値とは異なっていてもよいし、同じであってもよい。また、所定値の幅も一定であ
ってもよいし、異なっていてもよい。
【００７１】
　（４）騒音及び照明のちらつき等の抑制のための周波数制御フロー
　次に、騒音及び照明のちらつき等の抑制のための高調波成分判定部１０１及び周波数制
御部１０３を備えている本実施形態の電力変換装置７０での周波数制御フローについて説
明する。図６は、実施形態に係る電力変換装置における周波数制御フローを示すフローチ
ャートの一例である。
【００７２】
　ステップＳ１：高調波成分判定部１０１は、電力変換装置７０、つまり閉回路から外に
出力された交流電圧Ｐ３の電力波形を監視する。
　ステップＳ２：高調波成分判定部１０１は、交流電圧Ｐ３の電力波形に高調波成分Ｗ２
が含まれるか否かを判断する。高調波成分判定部１０１は、高調波成分Ｗ２を検出すると
（ステップＳ２でＹｅｓ）、ステップＳ３に処理を進める。一方、高調波成分判定部１０
１は、高調波成分Ｗ２を検出しなかった場合（ステップＳ２でＮｏ）は、ステップＳ１に
おいて交流電圧Ｐ３の監視を続ける。
　ステップＳ３：高調波成分判定部１０１は、高調波成分Ｗ２の周波数と高調波成分閾値
Ｔｈとを比較し、高調波成分Ｗ２の周波数が高調波成分閾値Ｔｈ以下と判定すると（ステ
ップＳ３においてＹｅｓ）、ステップＳ４に処理を進める。一方、高調波成分判定部１０
１は、高調波成分Ｗ２の周波数が高調波成分閾値Ｔｈを超えていると判断すると（ステッ
プＳ３においてＮｏ）、ステップＳ１において交流電圧Ｐ３の監視を続ける。
【００７３】
　ステップＳ４：周波数制御部１０３は、スイッチング素子７２ａ～７２ｄのスイッチン
グ周波数を、現在のスイッチング周波数よりも所定値だけ上げるように制御する。
　ステップＳ５：高調波成分判定部１０１は、交流電圧Ｐ３の電力波形の監視を続ける。
　ステップＳ６：高調波成分判定部１０１は、交流電圧Ｐ３の電力波形に高調波成分Ｗ２
が含まれるか否かを判断する。高調波成分判定部１０１は、高調波成分Ｗ２を検出すると
（ステップＳ６でＹｅｓ）、ステップＳ７に処理を進める。一方、高調波成分判定部１０
１は、高調波成分Ｗ２を検出しなかった場合（ステップＳ６でＮｏ）は、ステップＳ８に
処理を進める。
【００７４】
　ステップＳ７：高調波成分判定部１０１は、高調波成分Ｗ２の周波数と高調波成分閾値
Ｔｈとを比較し、高調波成分Ｗ２の周波数が高調波成分閾値Ｔｈ以下と判定すると（ステ
ップＳ７においてＹｅｓ）、ステップＳ４に処理を進め、さらに周波数制御部１０３がス
イッチング周波数を上げる。一方、周波数制御部１０３は、高調波成分Ｗ２の周波数が高
調波成分閾値Ｔｈより大きいと判定すると（ステップＳ７においてＮｏ）、ステップＳ８
に処理を進める。
　ステップＳ８：周波数制御部１０３は、スイッチング周波数を初期値に戻すなど、スイ
ッチング周波数を現在のスイッチング周波数よりも所定値だけ下げるように制御する。ス
イッチング周波数を下げた後も、高調波成分判定部１０１はステップＳ１において交流電
圧Ｐ３の電力波形の監視を続ける。
【００７５】
［別実施形態］
　（１）上記実施形態では、一つの高調波成分閾値Ｔｈと高調波成分の周波数とを比較し
、高調波成分の周波数が高調波成分閾値Ｔｈ以下となった場合に、電力変換装置７０のス
イッチング周波数を上げる。しかし、一つの高調波成分閾値Ｔｈだけではなく、複数の高
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調波成分閾値に基づいて、スイッチング周波数を制御してもよい。
　例えば、高調波成分閾値には、第１高調波成分閾値Ｔｈ１と、第１高調波成分閾値Ｔｈ
１より大きい第２高調波成分閾値Ｔｈ２とが含まれる。また、後述の第１設定周波数Ｈ１
は第２設定周波数Ｈ２よりも大きい。
【００７６】
　高調波成分判定部１０１が交流電圧Ｐ３の電力波形に高調波成分Ｗ２を検出した場合、
検出された高調波成分Ｗ２が第１高調波成分閾値Ｔｈ１より大きく第２高調波成分閾値Ｔ
ｈ２以下の場合は、周波数制御部１０３は、スイッチング周波数を第２設定周波数Ｈ２に
設定する。また、検出された高調波成分Ｗ２が第１高調波成分閾値Ｔｈ１以下の場合は、
周波数制御部１０３は、スイッチング周波数を第１設定周波数Ｈ１に設定する。
　高調波成分Ｗ２の周波数が小さいほどスイッチング周波数を第２設定周波数Ｈ２から第
１設定周波数Ｈ１に段階的に上げることで、スイッチング周波数を段階的に可聴域外に近
い又は可聴域外の周波数に設定できる。このように段階的にスイッチング周波数を調整可
能であると、スイッチング周波数が過剰に高くならないように制御して、スイッチング周
波数に同期する高調波成分の影響による騒音及び照明のちらつき等の問題を抑制しつつ、
電力変換装置７０の電力変換効率が低下するのを抑制できる。
【００７７】
　（２）上記実施形態では、高調波成分判定部１０１が交流電圧Ｐ３において高調波成分
Ｗ２を検出し、高調波成分Ｗ２の周波数が高調波成分閾値Ｔｈ以下である場合に、周波数
制御部１０３がスイッチング周波数を上げるように制御する。しかし、高調波成分閾値Ｔ
ｈ以下の高調波成分Ｗ２が検出されると、サービスマン等のユーザに報知を行い、設定す
るスイッチング周波数をユーザから受け付けるようにしてもよい。
　図７は、スイッチング周波数をユーザから受け付け可能な電力変換装置の電気回路図で
ある。図７の電力変換装置７０は、図５の電力変換装置７０に加えて、報知部１０５及び
設定受付部１０７を備えている。その他の電力変換装置７０の構成は実施形態と同様であ
るので説明を省略する。
【００７８】
　以下に、図７の電力変換装置におけるスイッチング周波数の制御について説明する。
　高調波成分判定部１０１が、交流電圧Ｐ３において高調波成分Ｗ２を検出し、高調波成
分Ｗ２の周波数が高調波成分閾値Ｔｈ以下であると判定すると、報知部１０５は、スイッ
チング周波数を上げるために、現在のスイッチング周波数よりも高い設定周波数Ｈを入力
するようにユーザに報知する。設定受付部１０７は、ユーザから設定周波数Ｈの入力を受
け付ける。このとき、設定受付部１０７は、入力された設定周波数Ｈが現在のスイッチン
グ周波数よりも高い場合にのみ設定周波数Ｈを受け付け、入力された設定周波数Ｈが現在
のスイッチング周波数以下の場合はユーザに新たな設定周波数Ｈの入力を促す。周波数制
御部１０３は、現在のスイッチング周波数を、受け付けた設定周波数Ｈに変更する。
【００７９】
　ここで、ユーザが設定周波数Ｈを入力する部材としては、これに限定されないが、つま
み調整部材７５が挙げられる。図８は、つまみ調整部材が設けられた電力変換装置の模式
図である。つまみ調整部材７５は、例えば回転式のつまみであり、ユーザはつまみ調整部
材７５を回転させることで例えば０～４０ｋＨｚの範囲で所望の設定周波数を入力できる
。
【００８０】
　また、現在のスイッチング周波数を、より高い設定周波数Ｈに変更した後も、高調波成
分判定部１０１は交流電圧Ｐ３を監視している。高調波成分判定部１０１が、交流電圧Ｐ
３において高調波成分Ｗ２を検出しなくなった場合、あるいは、検出した高調波成分Ｗ２
の周波数が高調波成分閾値Ｔｈより大きいと判断すると、報知部１０５は、スイッチング
周波数を下げるために、現在のスイッチング周波数よりも低い設定周波数Ｈを入力するよ
うにユーザに報知する。設定受付部１０７は、ユーザから設定周波数Ｈの入力を受け付け
る。このとき、設定受付部１０７は、入力された設定周波数Ｈが現在のスイッチング周波
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数よりも低い場合にのみ設定周波数Ｈを受け付け、入力された設定周波数Ｈが現在のスイ
ッチング周波数以上の場合はユーザに新たな設定周波数Ｈの入力を促す。周波数制御部１
０３は、現在のスイッチング周波数を、受け付けた設定周波数Ｈに変更する。上記の場合
に、スイッチング周波数を下げることで、電力変換装置７０の電力変換効率を向上できる
。
【００８１】
　上記の場合、設定受付部１０７は、ユーザから段階的に周波数の大きさが異なる複数の
設定周波数Ｈの入力を受け付けてもよい。例えば、ユーザは報知部１０５から報知を受け
ると、まずは第１設定周波数Ｈ１を設定受付部１０７に入力する。第１設定周波数Ｈ１は
、現在のスイッチング周波数よりも高いものとする。この第１設定周波数Ｈ１によりスイ
ッチング周波数を設定しても、高調波成分判定部１０１が、高調波成分Ｗ２の周波数が高
調波成分閾値Ｔｈ以下であると判断すると、報知部１０５がさらに高い第２設定周波数Ｈ
２を入力するようにユーザに報知する。そこで、ユーザは、第１設定周波数Ｈ１より大き
い第２設定周波数Ｈ２を設定受付部１０７に入力してスイッチング周波数を調整する。こ
のように段階的にスイッチング周波数を調整可能であると、スイッチング周波数が過剰に
高くならないように制御して、高調波成分Ｗ２の影響による騒音及び照明のちらつき等の
問題を抑制しつつ、電力変換装置７０の電力変換効率が低下するのを抑制できる。
【００８２】
　（３）上記実施形態では、高調波成分判定部１０１が交流電圧Ｐ３において高調波成分
Ｗ２を検出し、高調波成分Ｗ２の周波数が高調波成分閾値Ｔｈ以下である場合に、周波数
制御部１０３がスイッチング周波数を上げるように制御する。
　しかし、電力変換装置７０に高調波成分判定部１０１が設けられていなくてもよい。例
えば、電力変換装置７０に他の電子機器が接続された場合に、他の電子機器からの異音を
ユーザが検知すると、周波数制御部１０３がユーザから受け付けた設定周波数にスイッチ
ング周波数を変更してもよい。
【００８３】
　（４）上記実施形態では、交流電圧Ｐ３の電力波形に含まれる高調波成分Ｗ２の周波数
が高調波成分閾値Ｔｈ（閾値）以下である場合に、スイッチング素子７２ａ～７２ｄのス
イッチング周波数を上げるように制御する。しかし、交流電圧Ｐ３の電力波形に高調波成
分Ｗ２が含まれる場合に、高調波成分閾値Ｔｈ（閾値）と比較することなく、周波数制御
部１０３は、即座にスイッチング周波数を上げるように制御してもよい。
【００８４】
　（５）上記実施形態では、各家庭１０に設置される発電システムとして燃料電池システ
ム２０を例に挙げた。しかし、発電システムはこれに限定されず、例えば風力、太陽光な
どの発電システムであってもよい。
【００８５】
　（６）上記実施形態では、高調波成分判定部１０１と周波数制御部１０３とが別々の機
能部であるが、これらが一体の機能部であり、この機能部が高調波成分判定部１０１及び
周波数制御部１０３それぞれの処理を一体として行ってもよい。
【００８６】
　（７）上記実施形態では、電力変換装置７０は昇圧回路７１を備えている。しかし、電
力変換装置７０は、昇圧回路７１を備えていなくてもよい。
　なお、上記実施形態（別実施形態を含む、以下同じ）で開示される構成は、矛盾が生じ
ない限り、他の実施形態で開示される構成と組み合わせて適用することが可能であり、ま
た、本明細書において開示された実施形態は例示であって、本発明の実施形態はこれに限
定されず、本発明の目的を逸脱しない範囲内で適宜改変することが可能である。
【符号の説明】
【００８７】
１　　　　：燃料電池
２０　　　：燃料電池システム
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３０　　　：商用電力系統
７０　　　：電力変換装置
７２　　　：インバータ回路
８０　　　：電力変換装置
１０１　　：高調波成分判定部
１０３　　：周波数制御部
１０３ａ　：報知部
１０３ｂ　：設定受付部
１０３ｃ　：変更部
１０５　　：記憶部
Ｗ１　　　：生成波形
Ｗ２　　　：高調波成分

【図１】 【図２】
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